
日 薬 業 発 第 2 8 9 号 

令和６年 11 月 14 日 

都 道 府 県 薬 剤 師 会  担 当 役 員  殿 

 

日 本 薬 剤 師 会  

副 会 長  森  昌 平 

 

 

妥結率等に係る報告書の見直しについて 

 

 

平素より、本会会務の推進にご理解とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

さて、医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドラインの

改訂につきましては、令和６年３月５日付け日薬業発第463号にてお知らせしたとこ

ろですが、本改訂を踏まえて、令和６年度診療報酬改定において、医薬品取引状況に

係る報告の見直しが行われました。 

これについて、別添のとおり、厚生労働省から医薬品卸売業連合会に対して、医

薬品卸売販売業者が医療機関・薬局との取引状況等を確認し、その結果を「妥結率等

の報告における参考資料」（以下「参考資料」という）として、医療機関・薬局に提

供することを依頼したとのことです。 

医療機関・薬局におかれましては、医薬品卸売販売業から参考資料が提出されま

すので、妥結率等を報告するにあたり、必要に応じてご活用いただきますようお願い

申し上げます。 

また、医療機関・薬局への参考資料の提出につきましては、令和７年度の妥結率

等の報告から実施されるとのことです。 

取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員へご周知くださいますようお願い申

し上げます。 

 

 

（別添） 

妥結率等に係る報告書の見直しについて 

（令和６年11月１日事務連絡、厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課） 

 

 










